プロスポーツ選手契約書

本契約は、●●（以下「球団」という。）と、●●（以下「選手」という。）との間で、選手の競技活動に関する雇用条件その他の権利義務を定めるため、次のとおり締結する。

（第1条　目的）
本契約は、選手が球団に所属して競技活動を行い、球団がこれを報酬をもって委嘱するにあたり、双方の権利義務関係を明確にすることを目的とする。

（第2条　雇用形態・登録）
1　選手は、本契約期間中、球団の専属選手として登録される。
2　選手は、球団の事前書面承諾なく、他チームへの登録、移籍、兼業、または競技活動を行ってはならない。

（第3条　契約期間）
1　本契約期間は、●年●月●日から●年●月●日までとする。
2　契約期間満了の30日前までに、いずれかが書面で更新拒絶を通知しない場合、本契約は同一条件で1年間更新される。

（第4条　報酬）
1　選手の年俸は、年間●●円とし、毎月●●日に12分の1を支払う。
2　選手は、成績に応じ、別途定めるインセンティブ（出場給、勝利給、タイトル報酬等）を受けることができる。
3　報酬には、練習、試合、遠征、メディア出演等、本契約に付随する行為に対する対価を含む。

（第5条　義務）
1　選手は、競技能力向上のため、球団が定める練習、戦術、トレーニング等に誠実に従う。
2　選手は、公序良俗に反する行為、暴力行為、SNS・メディアを通じた品位を欠く言動、球団の信用を損なう行為を行ってはならない。
3　選手は、競技に影響のある薬物、禁止物質の使用を行ってはならず、ドーピング検査に協力するものとする。

（第6条　活動・出場）
1　選手は、球団の判断により、リーグ戦、公式戦、練習試合、イベント、広報活動に参加する。
2　出場の可否、ポジション、起用方針等は、球団の裁量に属する。

（第7条　健康管理・治療）
1　選手は、自己の健康状態を適切に維持し、怪我・病気がある場合は速やかに球団に報告する。
2　選手の負傷・疾病に関する治療方針は、球団医療スタッフの判断を尊重する。
3　練習・試合中の負傷について、球団は別途定める補償制度に従って対応する。

（第8条　肖像権・広報）
1　選手は、球団が選手の氏名、肖像、映像、ユニフォーム姿等を、試合プロモーション、広告、グッズ販売等に利用することを承諾する。
2　球団は、選手の人格的利益を不当に害する態様で肖像を利用してはならない。

（第9条　機密保持）
選手は、球団の戦術、練習内容、選手情報、内部資料その他一切の非公開情報を、契約期間中および終了後も第三者に漏らしてはならない。

（第10条　禁止事項）
1　無断での競技活動・イベント出演
2　違法ギャンブル、八百長その他競技の公正を損なう行為
3　球団の信用を失わせる行為
4　競技活動に支障を与える飲酒・暴力・反社会的行為

（第11条　契約解除）
球団は、以下の各号に該当する場合、催告なく契約を解除できる。
1　重大な規律違反
2　故意または重過失による競技不能
3　反社会的勢力との関係が判明したとき
4　本契約に重大な違反があったとき
選手は、球団が報酬未払い等の重大な契約違反を行った場合、契約解除を求めることができる。

（第12条　損害賠償）
当事者が本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、通常かつ直接の損害について賠償する責任を負う。

（第13条　不可抗力）
自然災害、感染症拡大、戦争その他不可抗力により試合等が中止・延期された場合、球団はその責を負わない。

（第14条　契約上の地位の譲渡）
選手は、球団の書面同意なく、本契約上の地位または権利義務を第三者に譲渡してはならない。

（第15条　紛争解決・準拠法）
1　本契約に関して紛争が生じた場合、当事者は誠意をもって協議する。
2　協議により解決しない場合、球団所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
3　本契約は日本法を準拠法とする。

（第16条　その他）
1　本契約は、球団と選手の完全な合意を構成し、口頭の合意は無効とする。
2　本契約の変更は書面による場合に限り有効とする。

以上、本契約締結の証として、本書2通を作成し、球団および選手は記名押印して各1通を保有する。

●年●月●日

球団：●●（住所・代表者名）

選手：●●（住所・氏名）

